
O

G

四
四

四

三

四
一
一

四
一

昭
和
三
八

年
号

出
生
地

本
籍

~~一一

外
交
官
補
を
命
ず
る

四

一

在
フ
ラ
ン
ス
曰
本
国
大
使
館
在
勤
を
命
ず
る

七

一

欧
亜
局
勤
務
を
命
ず
る
（
西
欧
課
）

大
臣
官
房
勤
務
を
命
ず
る

四

一一

外
務
事
務
官
に
任
命
す
る

◆

f
■●
｡

八

_二

五

外
務
公
務
員
採
用
上
級
試
験
合
格

四

パ
リ
大
学
法
学
部
大
学
院
公
法
課
程
修
了

二

一二

八

東
京
大
学
法
学
部
第
二
類
卒
業

月

詞

事
項

－

省
庁
名



11Ⅲ

平
成

元

｛
ハ

一
一

一
ハ

一

五
九
五
八
五
五

諒

言

五
一
一

四
九
四
七

昭
和
四
五

年
号

一
一
一 七 八

一
一
一
一

一
一

七 一
一
ハ

一
一
一 七

月

■■一 五 一

一

○ 七
一

一

ー

○
一
一
一

一
一
一

日

在
イ
ラ
ン
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

参
事
官
を
命
ず
る

在
フ
ラ
ン
ス
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
儀
典
官
に
配
置
換
す
る

ア
ジ
ア
局
南
西
ア
ジ
ア
課
長
に
昇
任
さ
せ
る

ア
ジ
ア
局
南
東
ア
ジ
ア
第
二
課
に
配
置
換
す
る

欧
州
共
同
体
日
本
政
府
代
表
部
に
配
置
換
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

在
ザ
イ
ー
ル
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

中
近
東
ア
フ
ヅ
カ
局
中
近
東
第
二
課
に
配
置
換
す
る

条
約
局
法
規
課
勤
務
を
命
ず
る

大
臣
官
房
勤
務
を
命
ず
る
（
総
務
参
事
官
室
）

三
等
書
記
官
を
命
ず
る
事

項

－

省
庁
名

外
務
省



八
一
ハ

9

五

平
成
四

年
号

八 八 八 言 一

月

一 一

一

○ 五

一

○ 一
日

ベ
ル
ギ
ー
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
ベ
ル
ギ
ー
国
に
在
勤
す
る

在
ベ
ル
ギ
ー
曰
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

公
使
の
名
称
を
与
え
る

大
韓
民
国
駐
笥
特
命
全
権
大
使
を
補
佐
し
大
韓
民
国
に
在
勤
す
る
期
間

参
事
官
を
命
ず
る

在
大
韓
民
国
日
本
国
大
使
館
に
配
置
換
す
る

ア
ジ
ア
局
の
併
任
を
解
除
す
る

総
合
外
交
政
策
局
に
併
任
す
る

条
約
局
の
併
任
を
解
除
す
る

郭

ア
ジ
ア
局
に
併
任
す
る

条
約
局
に
併
任
す
る

大
臣
官
房
外
務
参
事
官
に
配
置
換
す
る

大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る

事

項

－

省
庁
名



ﾉ、
B q

一
一
一

平
成
一
○

年
号

一

○ 九 二

一
一

九
月

一
一
一

今

九 八 七

一

一

七

ー一

○
日

国
際
協
力
銀
行
理
事
に
任
命
す
る

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

国
マ
リ
国
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
国
駐
笥
を
免
ず
る

セ
ネ
ガ
ル
国
兼
カ
ー
ボ
・
ヴ
ェ
ル
デ
国
ガ
ン
ビ
ア
国
ギ
ニ
ア
・
ピ
サ
オ

兼
ね
て
ギ
ニ
ア
・
ピ
サ
オ
国
駐
笥
を
命
ず
る

駐
笥
を
命
ず
る

兼
ね
て
カ
ー
ボ

●

ヴ
ェ
ル
デ
国
ガ
ン
ビ
ア
国
マ
ヅ
国
モ
ー
ヅ
タ
ニ
ア
国

セ
ネ
ガ
ル
国
駐
笥
を
命
ず
る

Ｉ
特
命
全
権
大
使
に
任
命
す
る

期
間
公
使
の
名
称
を
与
え
る

事

項

一

省
庁
名


